
第８号様式（第 16 条関係）                      （日本産業規格Ａ列４番） 

（表面） 

産業廃棄物の県内への搬入に関する変更協議書 

   2025 年 6 月 5 日 

 香川県知事        殿 

 

 

 

 

 

 

 県内搬入計画の内容を変更したいので、香川県における県外産業廃棄物の取扱いに関する条例第 13

条第２項において読み替えて準用する同条例第７条第１項の規定により協議します。 

協議結果通知書又は直前の

変更協議結果通知書の交付

年月日及び番号 

令和 6 年 11 月 13 日 6 循環第 176046 号 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

県

内

搬

入

計

画

の

変

更

の

内

容 

循

環

事

業

者 

氏名又は名称及び

代表者の氏名 

神島化学工業株式会社 

代表取締役 布川明 
同左 

住所又は所在地 
大阪府大阪市中央区今橋四丁目 4

番 7 号 
同左 

事業場の所在地 

神島化学工業株式会社 

 香川県三豊市詫間町香田80番地 

クリア・ライン株式会社 

香川県三豊市詫間町松崎 2821番

地 11 

同左 

規則第２条第２項又は

第６条第２項の規定に

よる循環事業者の協議

の有無 

有 ・ 無 有 ・ 無 

県

内

に

搬

入

し

よ

う

と

す

る

産

業

廃

棄

物 

一 般 的 な 名 称 
窯業系サイディング、繊維強化セ

メント板製品の廃材、等 
同左 

種 類 

がれき類、ガラスくず、コンクリー

トくず及び陶磁器くず、廃プラス

チック類 

同左 

性 状 板の端材状態 同左 

１年当たりの最大

搬入量 
  4800t ／年 5300t ／年 

排 出 

事業場 

名 称 別紙のとおり 別紙のとおり 

所 在 地 別紙のとおり 別紙のとおり 

当該排出

事業場に

係る事業

及び排出

工程の概

要 

全国の建設工事の作業所、加工を

行う事業所、等の過程から排出さ

れる端材等 

同左 

協議者 住 所 大阪府大阪市中央区今橋四丁目 4 番 7 号 

     氏 名 神島化学工業株式会社 

代表取締役 布川明 

    電話番号 06-6232-5350 

 



（裏面） 

県

内

搬

入

計

画

の

変

更

の

内

容 

放射性物質及びこれに

よって汚染された物の

搬入 

有 ・ 無 有 ・ 無 

変 更 予 定 年 月 日 2025 年 7 月 1 日 

変 更 の 理 由 広域での回収地域拡大のため 

規則第２条第２項又は第６条第２項の規定により循環事業者が協議をする場合 

当該特定県外産業廃棄物に

係る非常災害が発生した日

及び地域 

 

当該特定県外産業廃棄物を

香川県内で循環的な利用を

行う理由 

 

参 考 事 項  

備考 

 １ 県内に搬入しようとする産業廃棄物の性状については、当該産業廃棄物の成分を分析した結果

を記載してください。 

 ２ 記載事項の全てを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を

添付してください。 

 ３ 特定県外産業廃棄物とそれ以外の県外産業廃棄物の両方の搬入がある場合、表面及び裏面の各

欄について、特定県外産業廃棄物とそれ以外の県外産業廃棄物の内容をそれぞれ記載してくださ

い。 


